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中国の漁業は����年代末の改革開放政策以降, 急激な膨張

を続けてきた｡ とくに生産請負制の採用, 水産物流通の自由

化を契機として漁業生産が飛躍的に高まったが, ����年代後

半から漁業政策が大きく転換している｡ すなわち, 国連海洋

法条約の批准 (����年), 排他的経済水域および大陸棚法の

制定 (����年) とともに日本, 韓国などと漁業協定を結び,

漁場・漁業が縮小に向かっている｡ また, 資源の悪化に対し

て夏季休漁制度の実施 (����年), 漁獲量ゼロ成長宣言

(����年) に基づく漁業管理の強化, 減船計画に踏み出して

いる｡ これら一連の政策目標は漁業法の改正 (����年) に集

約されている｡ 急増していた海面漁獲量も����年から頭打ち,

ないしは漸減し始め, 漁業生産力の増強から新海洋秩序に基

づく持続的な漁業体制へと移行しつつある｡

本論は, 中国海面漁業 (以下, 海面漁業に限定する) のう

ち, 日本や韓国と漁場が競合する東シナ海・黄海に焦点をあ

てながら, 漁業や資源利用および漁業経営の動向をふまえて,

����年代後半に始まる漁業政策の転換について考察する｡ 漁

業政策の転換は同時期に日本や韓国でも行われ, したがって

東北アジアの漁業秩序が大きく転換しつつある｡ しかし, ３

カ国の���カイリ体制は過渡的, 変則的であり, しかも各国

の自国水域における漁業管理対応はそれぞれ異なっている｡

なかでも中国は漁業勢力が大きいだけに, 中国の対応は国内

のみならず, 周辺諸国に大きな影響を及ぼす｡

中国の漁業実態は漁業統計が不備なため不明なことが多く,

｢社会主義的市場経済｣ という相矛盾する国家制度のなかで,

漁業政策が現実の漁業とのかかわりでどのような意味と影響

をもつのか, 漁業政策に果たして一貫性があるのか, 非常に

わかりづらい｡ 本論では, 主に中国側の文献や資料, あるい

は実地見聞をもとに, 漁業の構造や動向とからめて, 漁業政

策の転換を体系的にとらえることを目的としている１)｡

以下, 中国海面漁業の発展と漁業問題, 漁業政策の転換と

漁業法改正, 夏季休漁制度, 漁業協定の締結とその影響, 減

船計画について考察し, 最後に東北アジアの漁業秩序の再編

成に向けた課題を提示する｡

本論は, 科学研究費基盤研究(	)(�) ｢新漁業秩序の形成

と漁業管理に関する研究｣ (代表者は筆者, ����～���
年度)

による成果の一部である｡

����	
���������

１) 海面漁業の発展

中国の海面漁業は����年代末の改革開放政策によって急速

な発展をみた｡ とりわけ����年代末からの増長が著しく, そ

れ以前の��年間の漁獲量が���万トンから
��万トンへの増加

であったのに対し, その後の��年間は���万トンから�����万

トンへと飛躍的に伸びた｡ ところが, ����年の�����万トン
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をピ－クに漁獲量は停滞, または漸減へと変わっている｡ こ

うした漁獲動向は漁業政策の転換, とくに����年の海面漁獲

量 ｢ゼロ成長｣ 宣言, その後の ｢マイナス成長｣ 宣言にピッ

タリ符合していてかえって漁業統計の信憑性に疑問を抱かせ

るが, 増勢に突然ブレーキがかかったことは事実とみられ

る２)｡

海面漁業の中心である東シナ海・黄海の漁獲量動向も同様

で, ����年代末からの��年間で東シナ海区は���万トンから

���万トンに, 黄渤海区 (黄海と渤海) は���万トンから���

万トンにそれぞれ約３倍となったが, ����年からは停滞して

いる｡

漁獲量が急増した理由は, 下記の２点である｡

①動力漁船の増加と漁船の大型化・高馬力化｡ 海面動力漁

船は, ����～��年の��年間で, 黄渤海区 (同海域に面してい

る遼寧省, 河北省, 山東省, 天津市の合計) は��千隻から��

千隻へ (��％増), 馬力数は���万�	 (１馬力は�
����	)

から��万�	へ (�％増), 東シナ海区 (江蘇省, 浙江省,

福建省, 上海市の合計) は���千隻から���千隻へ (��％増),

���万�	から���万�	へ (���％増) 増加している｡

②動力漁船の増加と漁船の大型化・高馬力化によって漁場

は外延的に拡大した｡ 漁場の拡大は, 遠洋漁業の発達につな

がったが, 東シナ海・黄海では日本や韓国近海での操業が増

えたことを意味する｡ 東シナ海区で漁業が最も発達している

浙江省では漁獲量の６割以上が ｢外海｣ (主に東シナ海を沿

岸, 近海, 外海に区分することが多い｡ 近海と外海は中日漁

業協定で設定した���馬力規制線を境とし, 沿岸と近海は機

船底曳網禁止線を境とする｡ ただし, 沿岸と近海は一括され

ることが多い) で漁獲されるようになった｡ 漁場の拡大で周

辺諸国との漁業トラブルが多発し, それが漁業協定の締結,

あるいは改訂の要因になった｡

黄渤海区は漁場が狭いので, 漁船規模も比較的小さく,

｢沿近海｣ が大部分 (��％) を占めている｡ １隻あたりの平

均トン数および馬力数 (����年) は, 黄渤海区は��トン, ��

�	, 東シナ海区は��トン, ���	で, 東シナ海区の方が漁

船規模が大きい｡

２) 漁業問題

資源利用, 漁業方法からして漁業は不均衡な発展をたどっ

た｡ 政策的には資源が過剰に利用されている ｢近海｣, 底層

魚から開発余力がある ｢外海｣, 中上層魚へと漁業を誘導し

たが, 計画通りには進まなかった｡ また, 漁業経営は最近,

漁業収入の低迷と漁業支出の増加などで悪化している｡

� 資源利用の不均衡３)

｢近海｣ および底層魚は過剰利用で, とりわけ伝統的経済

魚種 (タチウオ, フウセイ, キグチ, マナガツオなど伝統的

に漁獲される高価格魚) の漁獲量は増えたが, 全漁獲量に占

める割合は低下し, 多くは小型化, 低年齢化 (幼魚比率の増

大) した｡ それに代わって栄養段階の低い魚種 (カタクチイ

ワシ, ツマリエツ, カンダリなど小型で低価格魚), 中上層

魚 (サバ, カタクチイワシ, 頭足類) や外海性のエビ４) の増

え方が著しい｡

過大な漁獲圧力によって ｢近海｣ の���� (単位漁獲努力

量あたりの漁獲量) が低下したし, ｢外海｣ についても開発

が進み, 潜在力は小さくなった｡ 黄渤海区の����は直線的

に下降し, ����年は�
�トン／馬力であったが, ����年は �
�

トン, ����年以降は�
�トン以下となった｡ 黄渤海区の遼寧

省の����年代の海面動力漁船は����隻, ��
万�	, �	あ

たり漁獲量は�
��トンであったが, ����年代には�
�万隻,

�
�万�	, �
��トンになった｡ 漁獲努力量の急増にともな

い生産性の大幅低下が進行した｡

� 漁業構成の不均衡５)

����年代の東シナ海における漁業種類別漁獲割合は, 曳網

(底曳網が主) ��％, 定置網 (張網が主) ��％, まき網９％,

流し網と釣り８％, その他 (エビ曳網など) ��％で, 底層魚

資源の破壊がひどい底曳網, 張網６) が増加し, 中上層魚を対

象とするまき網, 流し網, 釣りの割合はかえって縮小した｡

魚種構成でいうと, 経済底層魚約��％, エビ・カニと頭足類

��～��％, 中上層魚��～��％, 小型魚・エビ約�％である｡

このうち曳網は２艘曳きが主力で, ｢近海｣, ｢外海｣ で操

業し, 底層の伝統的経済魚種を対象とする｡ 漁獲効率は高く,

資源に与える打撃も大きい｡ ����年代に急速に発展した１艘

曳きは, 中層曳きで頭足類, 中上層魚を対象とすることもで

きるが, 頭足類は資源が限られ, 中上層魚は価格が安いため,

大多数は底曳きをしている｡

張網とエビ曳網は����年代半ばから急速に発展した｡ 両漁

業に共通した背景は, 伝統的経済魚種が減少し, 捕食者が少

なくなって小型の魚類やエビが増加したこと (経済魚種やエ

ビを主対象としていることは同じ), 給餌養殖が発達して餌

料需要が増大したこと, 漁業規模が小さく, 漁獲効率が高い

ことが生産請負制や株式制の導入によって集団経営 (人民公

社方式) が経営組織が小さい共同経営や個人経営に転換する

にあたってマッチしたことである｡ ちなみに, 漁業生産の根

幹をなしていた国営漁業は解体し, ほとんどが小規模な ｢大

衆漁業｣ (民営漁業) に転換した｡ 浙江省・舟山市の例では,

漁業固定資産額は���～��年の間に��
�倍となったが, 経営

主体別の所有割合は, 村レベルの集団経営が��％から９％に

激減し, かわって共同経営が５％から��％に, 個人経営が１

％から６％に増加している７)｡ 経営規模に見合った漁法とし

て普及したのである｡ この他, エビ曳網は夏季休漁の対象外

であること, 張網は漁具の改良やシラスウナギの採捕などが

その発展を支えた｡

まき網は上中層魚を対象とする漁法であるが, 漁獲効率は

高いものの, 投資額が高く, 労働強度も強く, また魚価が安

いため, かえって縮小した｡ 流し網や釣りは, 曳網, 張網,

エビ曳網が急激に発達して圧迫されると, ｢外海｣ に進出し

たり, 対象魚種を変えて存続を図っている｡

� 漁業経営の悪化８)

最近, 漁業経営も悪化してきた｡ 漁業協定の発効によって

漁場が縮小する以前であっても����の低下, 魚種構成の悪

化, 魚体の小型化が進行しており, またアジアを襲った通貨

危機 (����～��年の輸出の停滞) で魚価が低下して, 漁業収

入が減少する事例が増えた｡ 浙江省の水産物卸売価格は����
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年を���とすると, ����年は��, ����年は��に低下した｡ 江

蘇省呂泗漁区の漁船１隻あたり漁獲高は, ����～��年代は��

万元平均で, 好漁年には���万元を超える漁船も珍しくなかっ

たが, ����年の調査事例では, 流し網は��万元, 張網は��万

元に低下し, 啓東市では全体の３分１が黒字, ３分１が収支

トントン, ３分１が赤字となった｡

一方, 生産コストの中心である重油価格が高騰したし, 過

重な漁業税が課されて, 経営を圧迫した｡ 舟山市の重油価格

は����年は�	���元／トンであったのに, ����年は�	���元,

����年は�	
��元に高騰し, ����年には�	���元を超えた｡ 燃

油価格が高騰したために出漁を見合わせたり, 漁民が集団で

政府に直訴する事件が相次いだ｡

漁民に対する課税は, とくに���
年の ｢分税制｣ (国税と

地方税を再編し, 地方税の割合が低下したので, 地方政府は

地方税を増徴した) 以来, 過重となった｡ 浙江省では, 漁業

税 (農林特産税, 漁業税, 教育付加費), 漁政・漁業監督・

船検査費, 漁区 (漁業地区) の管理・共益費など税費種目は

��種類にも及んでいる｡ 地区によって税負担が異なり, 温苓

市では鋼船 (８人乗り) １隻あたり��	���元, 漁民１人あた

り�	���元 (収入の��％), 岱山県では���馬力エビ曳網 (９

人乗り) １隻あたり��	�
�元, 漁民１人あたり�	���元であ

る｡

江蘇省・南通市の���馬力漁船は���～���万元, ���馬力漁

船は���～���万元の税負担で漁獲高の��～��％を占め, 漁民

１人あたりの負担は６～８千元で収入の��～
�％を占める｡

東シナ海区の���馬力底曳漁船１隻あたりの平均税負担は漁

獲高の��％, 漁民負担は４千元で収入の��％を占めていて,

漁業経営を大きく圧迫している｡ 地方税の増税が問題となり,

����年から ｢税費改革｣ (中央財政からの移転増加で地方税

を軽減する) が全国的に取り組まれるようになった｡

漁民１人あたりの収入 (����年｡ 海面漁業だけではなく,

海面養殖業や内水面養殖業を含む｡ また, 漁業以外の収入を

含む) を漁業人口の多い省でみると, 福建省�	���元 (前年

比－��％), 浙江省��	
��元 (－２％), 江蘇省�	���元 (－

４％), 遼寧省�	�
�元 (＋１％) で, マイナスの省が目立っ

ている｡ 漁業の高度成長は, 漁業経営, 漁民収入の面からも

限界につきあたった｡

��������	

１) 漁業政策の転換９)

漁業法は����年に初めて制定された｡ その内容は, 改革開

放政策の水産版ともいうべきもので, 水産物流通の自由化,

生産請負制の導入などによって漁業・養殖業・水産加工業の

生産力を高めることを基本としている｡

漁業法に基づいて, 農業部は����年に ｢漁業許可管理措置

法｣ を発布し��), 漁業許可証の審査, 発給を通して ｢近海｣

漁業の抑制を, 第８次５カ年計画 (｢八五期｣, ����～��年)

に盛り込んだ｡ すなわち, ｢近海｣ 漁業 (���馬力未満の大衆

漁業の漁船) は国が定めた漁船馬力抑制指標を限度として省

が許可する｡ ｢外海｣ 漁業と ｢近海｣ 漁業のうち���馬力以上

の曳網とまき網, および国営漁業の動力漁船は国が審査し,

許可証を発給するとした｡ ｢近海｣ 漁業のなかでも ｢大衆漁

業｣ の漁獲能力を抑制し, ｢外海｣ への展開を誘導した｡

この段階では, 国営漁業が優遇されているが, 次第に ｢大

衆漁業｣ が急成長して ｢近海｣, ｢外海｣ を席巻するようにな

り, 国営漁業は縮小するか, 遠洋漁業に活路を見いだしてい

く｡

����年代後半になると, 漁獲能力の削減が打ち出される｡

東シナ海区における ｢九五期｣ (����～����年) の目標は,

｢近海｣ 漁業を削減し, その一部を ｢外海｣ ・遠洋漁業に,

｢沿岸｣ 漁業を縮小して海面養殖業の発展に振り向けるとし,

具体的には以下のように設定している｡

①総漁獲量の抑制｡ 資源が減少しているので, 総漁獲量を

｢八五期｣ 末の
��万トンに抑える｡ ②漁業構造の調整｡ 曳網

の漁獲量割合を��％から��～��％に, 定置網を��％から��％

以下に抑え, 流し網は７％を維持し, まき網と釣りは９％か

ら��～��％に高める｡ ③魚種構成の調整｡ ｢近海｣ と ｢外海｣

の割合を６：４から５：５に, 底層魚と中上層魚の割合を

���：
��から５：５に, 漁獲と増養殖の割合を８：２から７：

３に改善する｡ ④夏季休漁などの強化｡ 夏季休漁制度は����

年から本格実施された｡ ⑤漁船数と馬力数の抑制｡ 漁船数と

総馬力数を ｢八五期｣ 末の水準に維持する｡ ｢近海｣ 漁船の

建造, 更新の審査を国に移管する｡

この段階では, ｢近海｣ の過剰漁獲能力を抑制・分散し,

同時にいびつな漁業構造の改編を目標としている｡ ���カイ

リ規制は表面化していない｡

５カ年計画の目標と実績が大きくズレたのは前述した通り

で, その理由は法体系が未整備で, 法の執行力も弱かったか

らであるが, そもそも ｢社会主義的市場経済｣ という計画

(中央統制) と市場原理との矛盾が根底にある｡ 経営形態は

生産請負制や株式制の導入と水産物流通の自由化で ｢大衆漁

業｣ が乱立し, 規制の網目をくぐり抜け, あるいは政策目標

とは無関係に高収入を目指して漁業への参入, 漁業投資の拡

大を行った結果が過剰漁獲圧であり, いびつな漁業構造であっ

た｡ 中央政府に対する地方政府の面従腹背 (数値合わせと無

統制または地域エゴ) も相まって, 資源の保護や合理的利用,

漁獲強度の規制, 漁業秩序の維持という政策目標が内部から

崩されていった｡

����年に農業部は海面漁獲量の ｢ゼロ成長｣ を打ち出した｡

日本や韓国などとの漁業協定の締結, または改訂が進み, 管

轄水域内での過剰な漁獲圧の削減, 資源保護が急務になった

ことを受けている｡ その内容は, 漁獲能力を ｢九五期｣ の抑制

目標以内に抑えるために, 漁船の廃棄制度を作り, また漁船の

建造・改造の停止, 漁獲量の水増し報告の禁止, 水産物の量

(増産) から質への転換, 夏季休漁制度の強化などである｡

����年の海面漁業の政策課題をみると, ①漁業許可制度を

改善して, 漁業管理を強め, 漁獲強度の増長を抑制する, ②

夏季休漁制度の改善と継続, ③���カイリ経済水域の漁業管

理, ④漁業の安全管理, ⑤全国漁船調査の実施 (����年),

⑥海洋環境保護法の施行 (����年４月) となった��)｡ ���カ

イリ体制への移行に伴う漁業の再編成, 漁業管理の政策課題
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が具体化されている｡

２) 漁業法改正��)

����年��月に漁業法が改正された｡ 国連海洋法条約を批准

し, ���カイリ体制をとり, 隣国と漁業協定を締結, あるい

は改訂するという情勢下で, 遠洋漁業や養殖業の発展を図る

とともに, 漁業管理体制の整備と強化を目的としている｡ 海

面漁業の管理については以下の４点が追加, ないし修正され

た｡

①漁業許可証制度の強化｡ 漁船の増加を抑制する主な措置

として漁業許可証制度を全面的に実施し, 許可証の発給を厳

格にする｡ 大型の曳網, まき網の漁業許可証は中国が結んだ

漁業協定で確定した水域, または公海で操業する場合は国が

発行し, それ以外は地方政府が発行する｡ 発給にあたっては

国が定めた漁具抑制指標, 漁獲限度量指標を超えてはならな

い｡ 漁業許可証の発行は, 当該漁船が漁船検査証, 漁船登録

証を有し, 国が定めたその他の条件を満たしていることを条

件としている｡ 従来は, ｢近海｣ 漁業の総馬力制限だけであっ

たが, ｢外海｣, 遠洋漁業を含めて, 漁具制限, 漁獲量規制が

盛り込まれた｡

②漁船を建造, 改造, 購入, 輸入した場合は漁船検査に合

格してから進水できるとして, ｢野外造船｣ (無許可の造船),

｢三無｣ 漁船 (漁業許可証, 漁船登録証, 漁船検査証の３証

がない漁船) の淘汰を謳った｡

③漁獲量は資源の増加を上回らないという原則に基づいて

��� (漁獲可能量) 制度を導入する｡ 国連海洋法条約の規

定に従って, 海区別に資源状況が比較的ハッキリしている魚

種, 例えば渤黄海のカタクチイワシ, 東シナ海のタチウオで

試験的に導入し, 漁業統計, 操業記録制度を確立して全面的

に実施する｡

���は資源の調査と評価に基づいて決定し, 公平と公正

の原則により割り当て, 配分方法とその結果を公表するとし

た｡ ���制度の導入は漁業法改正の柱の１つであるが, ま

だ実施されていない��)｡

④漁業資源の保護繁殖｡ 有害漁法の禁止, 禁止漁法, 禁漁

区, 禁漁期, 網目規制, 漁獲物中の幼魚割合の制限, などに

ついて若干の修正が行われた｡

この他, 漁業管理と関連して関連法規の整備, 法執行力と

取締りの強化, 海洋環境の保全, 罰則の強化が盛り込まれて

いる｡

改正漁業法は指導理念的, 総論的であって, 適正漁獲水準,

過剰漁船の減船, 漁業許可証の発給基準と地域配分, ｢三無｣

漁船の淘汰の手順や補償といった具体性に乏しい｡ ���制

度にしても実施にあたっての課題が多い｡

��������	

１) 夏季休漁の経過��)

資源保護のため, 従来から休漁区や保護区を設定, 拡大し

てきたが�	), �
��年代になると東シナ海, 黄海で動力底曳網

の一斉休漁を実施した｡ ただ, 国営漁業, 続いて ｢大衆漁業｣

の大型底曳網を対象から外したので, その効果は限定的であっ

た｡ 当初は国営漁業や ｢外海｣ 漁業は適用除外で優遇されて

いた｡

�

�年前後に漁業者数, 漁船数が大幅に増加し, 経済魚種

の漁獲量と���が低下したことで, �

	年から本格的な夏

季休漁が実施された｡ 東シナ海・黄海 (北緯��～�	度) では

７～８月の２ヶ月間, 底曳網と張網を休漁, 北緯�	度以北の

黄渤海は２ヶ月間, 底曳網を休漁とした｡

�

�年に夏季休漁が強化され, 北緯��～�	度は６月��日～

９月�	日の３ヶ月に延長 (対象はエビ曳網を除く底曳網と張

網), 黄渤海は張網を追加, 北緯��度以南の東シナ海も２ヶ

月休漁とした｡

漁獲量 ｢ゼロ成長｣ を掲げた�


年には北緯�	度以北の休

漁期間を２ヶ月半に延長し, また, 南シナ海にも２ヶ月の休

漁を実施して, 全海域に夏季休漁制度を適用した (香港, マ

カオも対象とした)｡ ����年と����年には南シナ海の休漁を

強化した｡

夏季休漁に参加した漁船数は, �

	年は��千隻であったが,

�

�年は
�千隻, ����年は���千隻となった｡ 対象漁業や対

象海域の拡大によって休漁に参加した漁船が増加した｡

夏季休漁は, その期間が長く, 休漁補償もない点で, 中国

特有の資源管理政策といえる｡ このような政策をとることが

できるのは, 政府の資源に対する管轄権が強いこと, 逆にい

うと漁業者の漁業権益の弱いことによる｡

夏季休漁中は, 漁船は港に係留する, 漁具は倉庫に格納す

る, 漁民は上陸することになっており, 違反を容易に監視す

ることができる, 夏季休漁は資源保護効果があり, 漁民によっ

て支持されているため, 遵守率は高い｡ 対象漁業は, 東シナ

海・黄海では経済魚種を対象とし, 資源への打撃が大きい底

曳網と張網の２種類で, 中上層魚を対象とする漁業, エビ曳

網, 沿岸漁業は対象外である｡

夏季休漁の実施において, 漁獲能力そのものが向上してい

る, 休漁の対象となった漁業と対象外の漁業, 海域による休

漁措置の違いといった矛盾を孕んでいる｡

２) 夏季休漁の効果と課題��)

� 夏季休漁の効果

夏季休漁の効果として４点が指摘されている｡

①漁獲量の増加と���の上昇｡ 夏季休漁で漁期が短縮し

たにもかかわらず総漁獲量, 経済魚種の漁獲量は上昇した｡

夏季休漁前の５年間 (�

�～
�年) と後の７年間 (�

	～

����年) の平均を比べると, 東シナ海区の漁獲量は�
�万ト

ンから	��万トンへ��
�倍となった｡ 主要経済魚種にしても

同様である｡ 漁獲量が増加したのは, 漁獲能力が増強した,

海洋環境が順調であった, 漁業統計の誤差といった要因もあ

るが, 主因は夏季休漁の実施であると考えられている｡ 東シ

ナ海区の動力漁船の���は����トン／�� から��
	トンへ

と上昇した｡ 浙江省寧波市象山県の２艘曳き (底曳網) は

�

�年の��統が�

	年から���統を超えるという激増ぶりで

あったが, �

�年をピークに漸減し始めた｡ 統数の著しい増

加にもかかわらず, １統あたり平均漁獲高は�

�～
�年は
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���～���トン, ��～���万元であったが, ����～��年は���ト

ン, ���～���万元となり, 漁獲量の安定と経済魚種の割合が

高まって漁獲金額が上昇した｡ 漁民１人あたり収入は, 生産

コストが大幅に低下したことで１万元前後から２万元台へと

倍増した｡

②資源状況の好転｡ 東シナ海区では４～８月は主要経済魚

種の産卵繁殖期, ６～９月は幼魚生育期である｡ ６～９月に

おける総漁獲量に占める幼魚の割合は, 夏季休漁の実施以前

と比べて大幅に上昇した｡ 浙江省舟山市普陀区のある張網で

は, １日１網あたり漁獲量は����～��年の��	
が����～

����年は��	
となり, 経済６魚種の割合は��％から��％に

上昇している｡

③生産コストの低下｡ 生産期間が短縮して生産コストは��

％以上低下し, 浙江省全体では漁業用燃油が��万トン余, ��

億元節減された｡ 漁獲高の増加, 魚種構成の改善, 生産コス

トの低下で漁業収入が大幅に増え, 夏季休漁は漁民に支持さ

れている｡

④夏季休漁によって部分的ながらも漁業再編が進んだ｡ 底

曳網の一部がまき網や流し網, 釣りに転換して上中層魚や沖

合小型魚種を対象とするようになった｡ また, 夏季休漁中,

漁船はドックで修理され, 漁民は研修や漁業技術交流を行な

うことで資質が高まった｡

� 夏季休漁の課題

夏季休漁制の課題として２点をあげておく｡

①漁獲強度が強く, 資源の破壊が止まらない｡ 東シナ海区

での漁獲能力は急増し, ����年代は���万�であったのが,

����年代初めには���万�となり, ����年には���万�に

達した｡ 休漁明けになるとその強大な漁獲能力のために資源

の減少に歯止めがかからない｡ 江蘇省南通市の張網の事例で

は, 休漁明けの漁獲高は高いが, 翌年の１月には漁獲高, 経

済効率が低下して出漁を停止する漁船もある｡ 休漁直前の５

～６月は赤字になったりする��)｡

②東シナ海区のタチウオは, 低年齢化, 小型化が進み, 性

成熟が早まっている｡ また, 地球温暖化の影響もあって, 休

漁期前後の経済魚種の幼魚割合は依然として高い｡

つまり, 夏季休漁の効果は当年だけで, 資源構造を根本か

ら改善するに至っていないので漁獲能力の削減, 休漁期間の

延長, 対象漁業の拡大が必要と考えられている｡ 後２者は,

幼魚の発生期間が長くなっているので休漁期間を１ヶ月延長

する, ｢沿岸｣ の定置網, エビ曳網も休漁対象とすることが

検討されている｡ とくにエビ曳網は底曳網からの転換が多く,

多い時で�����隻にもなり, エビ資源の減少や不安定化をも

たらしている (エビ曳網は����年はとりあえず１ヶ月休漁と

なった)｡

��������	
���

１) ���カイリ体制への移行��)

中国は����年に国連海洋法条約を批准し, ����年６月に

｢排他的経済水域および大陸棚法｣ を制定した (大陸棚は自

然延長論に立脚している)｡ ���カイリ体制への移行にともな

い隣国の日本, 韓国と漁業協定を締結, あるいは改訂した｡

ベトナムとも漁業協定を結んだが, 北朝鮮とは無協定状態で

ある��)｡ 北朝鮮は����年に���カイリ宣言をしたので, それ

以前に結んだ漁業協定が失効した状態にあり, 中国側は従来

どおりの漁場利用をしている (北朝鮮は漁業が未発達で, 中

国近海に出漁することはない)｡

東シナ海・黄海は中国, 日本, 韓国などが入り会って利用

しているが, 中国の漁業が急速に発展し, そのこともあって

韓国の漁獲量は����年代に入ると増加から頭打ち, さらには

低下するようになった｡ 日本は以前から減少する一方であっ

た｡ 東シナ海における国別漁獲量割合 (����年) は, 中国��

％, 韓国��％, 日本２％といわれる｡ この数字には韓国, 日

本は沿岸漁業を含まず, 中国は含むといった難点はあるが,

中国が圧倒的な割合を占めていることを端的に示している｡

���カイリ体制に入る直前の同海域における国別 ｢沖合｣ 漁

獲量を我々が推計したところでは, 中国���万トン, 韓国��

万トン, 日本��万トンとなり, ��� (排他的経済水域) を

｢中間線｣ で引くとすれば, 中国は日本および韓国近海から

大量に閉め出されるか, 規制されるとした｡ このため, 中国

は漁業協定交渉において ｢実績確保｣ を目指した｡ また,

���の境界画定は, 領土問題, 大陸棚境界問題がからむため

棚上げとなって, 両国との間に ｢共同利用水域｣ が設定され

た｡ ｢共同利用水域｣ が広く, 規制が少なければそれだけ中

国の ｢実績確保｣ につながる｡

２) 漁業協定の締結・改訂と入漁

� 中日新漁業協定

中日新漁業協定は����年��月に署名されたが, 実施協定が

結ばれ, 発効したのは����年６月である｡ 新協定では���の

他に東シナ海に ｢共同利用水域｣ である広大な暫定措置水域

を設定し, また, ���への相互入漁を認めた｡ 暫定措置水域

の資源管理は, 協定によって設置される中日漁業共同委員会

が決め, 双方が自国の漁業に対して措置することとなった｡

この他, 暫定措置水域以北の東シナ海に相手国の漁業利益

を損なわないように中間水域を設ける, 北緯��度 (暫定措置

水域の南限) 以南の東シナ海には尖閣諸島があるため線引き

をせず, 従来通り双方とも自国の漁業法令を相手国漁船に適

用しない, としている｡

相互入漁の漁獲割当ては, 当初からほぼ等量の約７万トン

であったが, ����年から削減され, また完全に等量となった｡

����年の中国漁船の日本水域での割当ては���隻, ������ト

ンとなった｡ このうち東シナ海は底曳網の１万トンで変化し

ておらず, 削減されたのは日本海, 太平洋のイカ釣りである｡

さらに����年には暫定措置水域での操業を����年水準を目

標にするとされ, 暫定措置水域での共同管理が始まった｡

����年は双方が���カイリ体制に移行した年で, その水域で

の操業実績は, 日本側は�����隻, ��万トン, 中国側は約２

万隻, ���万トンとされる｡ ����年以後, 中国の漁獲量がさ

らに増加し, 日本は減少しているので, 実際には中国側の削

減を意味している｡

� 中韓漁業協定
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中国と韓国は����年に国交を回復したが, ����年に双方が

国連海洋法条約を批准すると, ���の境界問題などが話合わ

れ, ����年��月に中韓漁業協定に仮署名した｡ しかし, 中国

は韓国漁船の長江河口域での操業を認めないと主張したこと

などで正式署名は����年８月まで遷延した��)｡ その後, ����

年に実施協定が結ばれ, ６月に発効した｡

漁業協定で���, 暫定措置水域, 過渡水域が設定された｡

水域別の取り扱いは以下のようである｡ ①���への相互入漁

を認める｡ ②暫定措置水域 (主に黄海) では中韓漁業共同委

員会が資源の保護を決定し, 双方が自国の漁業を管理する｡

③暫定措置水域を挟んで中国側と韓国側に過渡水域を設け,

そこでの漁獲量を同一にするように努力し, 共同で管理, 監

視する｡ 過渡水域は協定発効４年後 (���	年) に双方の���

に編入する｡ ④暫定措置水域・過渡水域以北と以南の水域は,

自国の漁業法令を他国漁業に適用しないとした｡

初年 (初年は����年７月から１年半の取り決めであるが,

１年分に換算して示す) の中国漁船への入漁割当ては�
���

隻, ���
���トン, 韓国側の過渡水域での操業が認められた

のは�
���隻である｡ 漁業種類別では底曳網 (主に２艘曳き)

が中心で, 漁獲割当量の７割を占める｡ その他の漁業はまき

網, 流し網, イカ釣りで, このうちイカ釣りは日本海が漁場

である｡ 反対に, 韓国漁船への入漁割当ては�
���隻, ��
���

トンで, 中国漁船の入漁割当てよりかなり低い｡ ���年には

中国漁船の入漁割当ては�
	�隻, �
���トンにまで低下し

て (韓国側は不変) 格差が縮小した｡ ���	年からは双方の入

漁隻数と漁獲割当てを等量にすることが決まっている｡

� 漁業協定・入漁の特徴��)

日本, 韓国との漁業協定は, 国連海洋法条約に基づいた新

漁業秩序の形成を意味するが, 過渡的な性格, 特殊性をもっ

ている｡

①東シナ海・黄海では, 領土問題や大陸棚の境界画定とも

かかわって���の境界画定が積み残しとなった｡

②双方との間に広い範囲の暫定措置水域, 中間水域が設け

られた｡ これら ｢共同利用水域｣ は, 旗国主義に基づいてお

り, 相手国の規制は受けない｡ 過渡水域は期限付きの暫定措

置水域であり, また, 北緯��度以南は適用除外となったし,

２国間の暫定措置水域などに第３国の現行漁業維持水域が重

なっている｡ こうしたことは, 漁業勢力が最大の中国にとっ

て, 相手国からの規制を緩和し, ｢実績を確保する｣ ことに

つながった｡ これら ｢共同利用水域｣ は領土問題や���の境

界画定ともからむので, その解消には長期間を要するであろ

う｡

③ ｢共同利用水域｣ における資源の共同管理は遅々として

いる｡ 中韓の暫定措置水域における資源管理は具体性がなく,

中日の暫定措置水域は����年水準を維持するとしたが, それ

は目標であり, 自主規制である｡ ����年水準は資源の適正水

準とは関係がない｡ さらに, 現行漁業維持水域がオーバーラッ

プするので資源管理はさらに困難となる｡

④相互入漁の漁獲割当量は, 中国はそれまでの漁獲実績か

らすると大幅に削減されてスタートし, また等量主義に基づ

いて順次削減されている｡ 漁獲割当量は日本との間では����

年から, 韓国との間では���	年から等量となる｡

この���	年には, 東北アジアの新漁業秩序は新たな段階に

入る｡ 韓国との間では過渡水域が���に編入され, 相互入漁

は完全に等量主義となる｡ 日本との間では中国のイカ釣り入

漁の ｢実績確保｣ の期限が終了する｡ 日本のまき網入漁も実

際には韓国側過渡水域での操業であって (中国からの漁獲割

当てにダブルカウントされている), 過渡水域が解消すれば,

中国からの漁獲割当てを減らすことが可能である｡ したがっ

て, 等量主義は漁獲割当量を大幅に減らす可能性がある｡

相互入漁の割当量がそれぞれ５, ６万トンに削減されるの

で, 焦点は ｢共同利用水域｣ などの資源の利用配分と管理に

移る｡

⑤相互入漁の漁獲実績 (����年) は, 中国は日本水域で

�
���トン, 韓国水域で��
��トンで, 漁獲割当ての５分１

に過ぎない (日本および韓国漁船の中国水域での漁獲実績は

さらに低い｡ 中国漁船が密集していて操業できないことが一

因)｡ しかも東シナ海・黄海に限定すると, 日本水域では

�
���トン未満, 韓国水域では�
	��トンほどである｡ 漁獲

実績がかくも低いのは, 入出域報告, 漁獲報告の煩わしさ,

漁船の装備が入漁条件を満たさないためと思われる｡ その分,

｢共同利用水域｣ への依存度が高まっている｡

なお, 台湾は, 中日, 中韓漁業協議において埒外に置かれ,

中国側から東シナ海・黄海における台湾の伝統的漁業権はな

いとされた｡ 中日新漁業協定において北緯��度以南は従来の

ままとされたので, 実質的な影響は小さい��)｡

３) 漁業協定による影響�)

中日, 中韓漁業協定の発効で, 漁場の外延的拡大を続け,

日本や韓国の近海を ｢伝統漁場｣ としてきた中国漁業は大き

な打撃を蒙った｡ とりわけ, 中韓漁業協定と ｢外海｣ 漁業が

発達している浙江省の影響が大きい｡

� 漁場の縮小

中国は ｢外海漁場｣ の�％を喪失し, �	％が制限を受ける｡

漁場の縮小で, 大量の漁船が黄渤海から東シナ海へ, ｢外海｣

から ｢近海｣ に回航して, そこでの漁獲圧力を高め, 資源の

破壊を加速する｡ それが漁獲競争の激化, 漁業・海事紛争の

激化という悪循環をもたらす｡ 黄渤海区の遼寧省は, 両漁業

協定で黄海の伝統的漁場の４割を失う, そこは生産性の高い

漁場なので曳網漁獲量は５割減少すると見積もっている��)｡

� 漁獲高の減少

漁業生産への影響の程度は, 推計者によって大きく違うが,

２～��	万隻, �～���万トン, 	�～��億元としている｡ この

うち浙江省は, 中韓漁業協定発効以前は韓国水域で�
���～

�
���隻が��～��万トン, 韓国側過渡水域で�
��～��
���隻

が	万トンを漁獲していたが, ����年に中央政府から同省に

与えられた両水域での許可は�
���隻で, ��％が撤収し, �	

万トン, �	億元を失うとしている｡ 江蘇省では�
���隻が

｢外海｣ 漁場から撤退し, �	万トン, ８億元を失うとしてい

る｡

� 関連産業や漁区への影響

水産加工, 漁業用資材製造, 漁船修理, 水産物輸出などが
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直接的な影響を受け, それが商業, 第三次産業にも波及する｡

浙江省では約��万人の漁民, ��万人余の漁業世帯人口に影響

が及ぶ｡ 漁業中心地の舟山市の影響は大きく, 第一次, 第二

次, 第三次産業合わせて市の総生産高の����％に相当する

����億元が減少し, �����隻, ３万人の漁民が転業あるいは

漁場転換を迫られる｡ 漁民の収入は����年には����年に比べ

て��％減少するとされる｡

漁民収入の低下, 漁業負債の増加は漁区の社会不安を高め,

漁船の資産価値は暴落し, 一部の漁民は破産し, 債務をめぐっ

て紛争が生じている｡ 漁区の運営は漁業税などに多くを依存

しているので, 租税の減収で正常な運営が困難になるという

問題も発生している｡ 浙江省・寧波市は漁業協定の影響を漁

場縮小��％, 撤退漁船�����隻, 漁獲高減少��万トン以上,

５億元以上 (漁獲高の��％以上), 漁民の減収��％と推計し

ている｡

��������	

１) 漁獲能力規制の失敗��)

５カ年計画ごとに漁獲能力の規制値が示されたが, 達成さ

れなかった｡ �	
�年, 国務院は漁区を純漁業区, 半農半漁区,

農業区に区分し, 総漁船数

千隻, ���万馬力に削減すると

通達したが, ｢七五期｣ 末の�		�年では漁船数は�	％, 馬力

数は��％オーバーした｡ 農業部は ｢八五期｣ (�		�～	�年)

の馬力数を�����万馬力に抑制する (漁船数の抑制指標はな

い) としたが, 期末の馬力数は��％オーバーの�����万馬力

となり, 漁船数は���千隻となった｡ 農業部は ｢九五期｣

(�		�～����年) は ｢八五期｣ 末の実勢を抑制指標とした｡

抑制目標が達成されなかった政策的要因は, 政府の抑制指

標を漁区一律にした点にあったとみて, 今後は地区ごとに差

をつけ, 半農半漁区, 農業区の削減幅を大きくし, 農業や養

殖業あるいは第三次産業への移行を促すとした｡ そして, 減

船は, まず ｢三無｣ 漁船の整理, 次いで船齢の古いもの, 破

損した漁船の整理を行い, 規制を強化する｡ 抑制にあたって

は市場原理 (補償制度, 課税, 融資, 基金) を導入するとし

ている｡

｢十五期｣ (����～��年) は, 漁業協定の発効により漁場が

縮小したことで大幅な減船が課題になる｡

２) 漁船の現状��)

����年に農業部は減船, 漁船管理の強化を見据えて全国の

漁船調査を実施した｡ 海面動力漁船数 (運搬船, 養殖船など

を除く) は���千隻, �����万馬力であった｡ 運搬船や養殖船

を除けば, ｢九五期｣ の抑制目標値に近い数字になるが, 除

かなければいくらかオーバーする｡ 漁船の増長速度が鈍化し

たのは, 漁船管理が強化された結果というよりは, 生産性の

低下, 漁業収入の停滞によるものであろう｡

内訳は, 木造漁船は隻数で
�％, 馬力数で��％, 鉄鋼船は

９％と��％を占め, ��船や ｢その他｣ 漁船は少ない｡ 馬

力数は��馬力未満が��％, ��～�	馬力が��％, ��～�		馬力

が�
％, ���～�		馬力が９％, ���馬力以上は１％である｡

船齢は, 木造船, 鉄鋼船とも��年未満が	�～	�％であって,

�	
�年代後半以降に漁船建造ラッシュが続いたことを示して

いる｡

漁船数は広東, 福建, 山東, 浙江の４省が多いが, そのう

ち浙江省は隻数は全体の��％, 馬力数は��％で, 大型船が多

い｡ 漁業種類からすると, 小型漁船が多い釣り・流し網漁船

が最も多いが, 次いで多いのは曳網漁船で比較的大型船が多

い｡

海面動力漁船の許可証の取得状況は, ｢三証｣ (漁業許可証,

漁船登録証, 漁船検査証) を有しているのが隻数の��％, 馬

力数の��％で, ｢三証不斉｣ (１つでも欠ける漁船) と ｢三無｣

漁船 (３つとも無い) が�
％, ��％であった｡ 漁船の約半数

が許可証を揃えておらず (とくに ｢沿近海｣ の小型漁船),

漁獲能力規制の失敗が明らかである｡ ｢三証｣ を所持してい

ない漁船が多い理由は, 漁業許可を取得すると課せられる資

源の増殖管理費を忌避するためだといわれる｡ その背景に取

締りの不徹底がある｡

３) 減船計画

｢九五期｣ の漁獲能力の抑制目標は ｢八五期｣ 末の実勢レ

ベルとし, ｢三証｣ の発行と管理を通じて行うとしたが, 中

日, 中韓漁業協定が発効して減船は不可避となった｡ 削減目

標は補償財源も関係するので, 長期計画は立てられていない｡

適正な漁船勢力はどの位か, 専門家による推計が行われてい

る｡ 海面漁船勢力 (統計によって数値が異なる) と漁獲量の

推移は, �	
�年は５万隻, ���万��, �
�万トン, �		�年は

��万隻, �
�万��, ���万トン, �			年は�
万隻, �����万

��, �����万トンであるが, 専門家は, �	��年の３万隻,

���万��, ���万トンが理想であるが, ����が低下する

�	
�年代半ばの��万隻, ���万��, ���万トンが実際的であ

るとみている��)｡ この漁獲量は ｢近海｣ なので, その後に発

達した ｢外海｣ 分を含めても, 持続的漁業には大幅な減船が

必須である｡

����年の減船目標は�����隻, 転業漁民は５万人とした�
)｡

漁獲量 ｢ゼロ成長｣ 計画と ｢三無｣・｢三証不斉｣ 漁船の整理

を結びつけて事業を推進する｡ 中央財政部と共同して, 廃船

基準および補助金規定を策定し, 漁業重点地区の転業を実施

し始めた｡ 単純計算では, ５年間続ければ３万隻となり, こ

れは全海面動力漁船の１割強, 漁業協定による影響を受ける

漁船数を上回ることになる｡

� 減船の基準と補助金

中央政府は過剰漁船の削減に向けて, ����年１月に ｢三無

及び三証不斉漁船の整理整頓についての通知｣ (農業部) を

出し, ����年の漁船調査で明らかになった ｢三無｣, ｢三証不

斉｣ 漁船を淘汰し, 漁業従事を禁止する, 各レベルの漁政機

関はこれら漁船に ｢三証｣ を発給してはならない, とした｡

さらに, ����年５月に ｢漁業船舶廃棄暫定規定｣ (農業部・

国家安全生産監督管理局) を公布して, 登録漁船の廃棄船齢

基準 (原則) を示した｡ それによると, 船の長さによって違

うが, 鉄鋼船は��～��年, 木造船は��～��年としている

(��船は一律��年)�	)｡
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さらに中央財政部は, ｢海洋漁民の転業特別資金｣ を設け,

����年８月に ｢海洋漁民の転業特別資金の使用管理暫定規定｣

を出して, 廃棄漁船に対する補助, 転業漁民の就業, 漁区の

経済発展, 漁場環境の改善に対する補助を規定した｡

減船の補助対象は, ����以上の登録漁船, とくに底曳網,

張網, その他漁業資源の破壊が著しい漁船で, 廃棄証明を持

つ漁船が対象となる｡ 補助基準は馬力数によって異なり, 例

えば最小の��～����は��千元, 最大の���～�����は���

千元としている��)｡ 漁業経営の悪化で漁業用資産の評価額が

低下しているとはいえ, 補助額は低い｡ しかも登録漁船に限

られる (｢三無｣ 漁船, ｢三証不斉｣ 漁船は登録をさせて実施)｡

� 減船事業の実施

中央政府の減船計画への対応は東シナ海区と黄渤海区では

温度差がある｡ 東シナ海区の省市は漁業協定による影響が大

きく, 撤退する漁船数, 転業が必要な漁民が多い｡ また, 比

較的財政力が豊かで, 減船事業の取り組みが早い｡ 他方, 黄

渤海区は ｢近海｣ 漁業が中心で, 漁業協定の影響は比較的少

ない, 財政力が低い, 海区内の経済発展が遅れていて, 漁民

の転業が難しいため, 減船計画を立てていない｡

東シナ海区の江蘇省は率先して減船計画を打ち出し, ����

～�	年の５カ年で�
���隻の海面漁船を削減する (廃棄漁船

は�
���隻, 養殖・加工・運搬船などに転換する漁船は�
���

隻)｡ 転業漁民は��千人である｡

浙江省は同期間に�
���隻を減船 (廃棄漁船	
���隻, 転換

漁船�
���隻) する｡ 廃棄漁船の約半数は人工魚礁として利

用する｡ 転業漁民は��千人で, 海面養殖業, 遠洋漁業, 観光

漁業, 運搬および海上運送, 他産業に振り向ける｡

漁業協定による影響が大きい舟山市は, ｢十五期｣ の前３

年間 (����～����年) は毎年約２億元の予算を立て, 漁業構

造の再編と漁民の転業を推進する��)｡ うち, �
���万元を水

産養殖と種苗生産に, ���万元を遠洋漁業に, �
���万元を高

規格漁港の建設に, �
���万元を減船補助に, �
���万元を市

県の漁業税の減少分の補填に, �
���万元を漁民の転業にあ

てる｡

減船に関して, ①３年間は漁船の建造を禁止し, ｢三無｣

漁船と不法造船所を取締り, 整理する｡ ②減船は毎年�
���

隻, 転業漁民は�
���人とする｡ 減船費用�
���万元を各市県

に配分し, 省と市県は減船費用を１：１で分担する｡ 聞き取

りによると, ���馬力の漁船を減船する場合, 平均�	万元の

補助が見込まれ, 中央政府が６万元, 舟山市と県区 (舟山市

には２区２県がある) が同額の１万元づつ, 浙江省が５千元

の負担割合という｡

このように����年から減船事業がスタートしたが, 様々な

問題を抱えている｡ 補助金の財源不足によって長期計画が立

てられないこと, 地域によって財政力, 転業の難度が違うこ

と, 補償金の低さ, ｢三証｣ が揃っていない漁船は小型漁船

が多いが, 小型漁船を減船しても減船効果は十分あがらない

こと, 減船計画が順調に進んだとしても, それが漁業協定に

よって漁場を喪失した漁船を含めて過剰漁船の一掃につなが

るのか, といった問題を抱えている｡

４) 張網の全廃��)

近海張網は資源破壊がひどいことから夏季休漁の対象となっ

ているが, ����年には隻数を�
���隻以内にとどめ, ����年

から毎年２割づつ削減し, ５年間で全廃することにした (漁

政漁港監督管理局 ｢帆張網漁業管理暫定措置｣)｡ 張網の削減

はいびつな漁業構造を是正することにつながるが, ２万人余

が係わることであり, 有望な転換漁業がない, １隻あたり��

～��万元の漁業資産をどのように補償するのか, 漁民の負債

整理 (負債率は	�％前後) をどうするのか, といった問題が

ある｡ 上述した減船計画との関連も不明である｡ 江蘇省呂泗

漁区では張網を縮小, 底曳網は維持, 定置網とエビ曳網の増

加, 流し刺網とカニ篭の改良, 鮮魚運搬船の発展を目指して

いる｡ 張網全廃計画の見通しは立っていない｡

���������	
�����������

東シナ海・黄海における最大の漁業国である中国は, 資源

の悪化, 漁業経営の悪化, ���カイリ体制への移行による漁

場の縮小という内憂外患を打破すべく, ����年代後半から夏

季休漁制度の導入, ���カイリ体制への移行と漁業協定の締

結・改訂, 減船事業への取り組み開始など持続的漁業に向け

て大きく政策転換しつつある｡ その場合, 中国の漁業統計は

信頼度が低く, 粗雑であることが漁業・資源管理の大きな障

害になっている｡

� 資源管理対策

大まかに資源の悪化に対して夏季休漁, ���カイリ体制に

対して減船計画という流れが出来てきた｡ しかし, いたると

ころで政策・計画と現実が齟齬している｡ とりわけ, ５カ年

計画と実態とのかい離が甚だしい｡ ５カ年計画では漁獲能力

の抑制, ｢沿近海｣ から ｢外海｣ へ, 底層魚から中上層魚へ

の漁場・対象魚種の移行によっていびつな漁業構造の改編を

盛り込んだが, 他方で進行した国営漁業から ｢大衆漁業｣ へ

の転換で法執行力が低下し, 政策目標がなし崩しとなった｡

｢社会主義的市場経済｣ の矛盾が露呈したといってよい｡

政策目標も一貫性を欠いている｡ ５カ年計画で漁獲努力量

や漁獲量の抑制を謳う一方で, 漁業生産の目覚ましい増大が

容認, あるいは誇示された｡ 各国の入り会い漁場で, 中国は

低コストを武器に先進漁業国の日本や韓国に追いつき, 逆に

圧倒していく過程, 資源を乱獲しても漁獲量が増えている

(フードチェーンの下降) 現状に資源の持続的利用と管理と

いう目標が霞んでいった｡ 生産力の増強を誇示する行政のトッ

プに迎合するような漁業統計が作られた｡

����年代後半以降の���カイリ体制への移行, 漁場の制約・

縮小のなかで, 資源の保護, 持続的利用に向けた政策転換は

不可避となったが, 政策・計画の先行きは不透明である｡ こ

の政策転換は, 実際には過剰な漁獲強度の削減, 大量の漁民

の失業と転業問題であり, 縮小再編の裏付けとなる財政力の

欠如, 従来の５カ年計画による漁獲能力の抑制が失敗したこ

とから, その達成は容易ではない｡ 夏季休漁は中国ならでは

の管理方式であり, 効果もあって漁民に支持されているが,

漁業法改正の柱になった���制度の導入は漁業統計の不備,
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漁船, 漁民, 魚種, 流通が多様なので実現できたとしても極

めて限定的にならざるを得ず, 大きな期待はできない｡

� ２国間漁業協定

２国間で漁業協定が締結・改定され, それに基づいて行わ

れる相互入漁は等量主義, 具体的には中国漁船への割当量を

削減して均衡を得ている｡ ����年から過渡水域が���に編入

されたり, 相互入漁が等量主義から縮小に向かい, 焦点は漁

業協定によって東シナ海・黄海に広く設定された２国間の

｢共同利用水域｣ における共同の管理に移る｡ この ｢共同利

用水域｣ は各国の漁業管理を不徹底なものとしている｡ ｢共

同利用水域｣ では, 管轄権は他国の漁船には及ばないので漁

業管理が不徹底にならざるを得ない点は日本, 韓国も同じだ

が, 漁業が最大で, 漁業規制によって漁獲量の削減が求めら

れる中国とは意味合いが異なる｡ ｢共同利用水域｣ では２カ

国の共同漁業管理委員会が決定した資源管理措置をそれぞれ

が ｢責任｣ をもって遂行する, とくに中国の実行を待つ以外

にはない｡

� 地域漁業機関の展望

中国以外では, 日本は���制度と漁業の縮小, 韓国は計

画減船と���制度によってそれぞれ漁業管理を行っている｡

一方, 資源は���や ｢共同利用水域｣ をまたがって分布し,

回遊するし, 漁業も線引きを超えて操業をしている｡ 複数の

国が関わる海域にあっては自国の���内の資源管理だけでは

不十分で, 海域に視点を置き, 地域国際機関による資源の持

続的利用と合理的配分が必要であることはいうまでもない｡

２国間協定, 協議による検討と着実な実行をベースにしな

がらも, ２国間の枠を超えたものについては多国間協議で検

討されるのが望ましい｡ その場合, 漁獲が最大であり, 漁獲

圧力も高い中国漁業の削減が焦点になる｡ 中国は漁業コスト

が最も低く, 国際競争力が高いことからしても積極的になれ

ない背景がある｡ また, 北朝鮮の参加や台湾問題があり, 各

国の漁業条件が異なり, 中国の漁獲量の削減が焦点になる状

況下で地域国際機関の設立と運営には非常な困難を伴うであ

ろう｡ しかし, それが東シナ海・黄海における新漁業秩序形

成の次のステップになることも疑いない｡ その前段階として,

関係各国の漁業の現状と漁業管理の動向を客観的にとらえ,

比較検討することが求められる｡

����

１) 全体を通じて, 田士 金 『中国東海底魚漁業管理制度の

沿革』 (中華発展基金管理委員会, ���	年	�月), 毛 徳

勝 ｢東海・黄海における中国漁業の展開と漁業政策に関

する研究｣ (長崎大学大学院生産科学研究科前期博士課

程論文, ���
年３月) を参照した｡

２) 農業部漁業局 ｢中国漁業統計｣ (書名や出版社は年によっ

て異なる) は項目の変更, 定義のあいまいさなどで使い

にくく, 生産量の統計は	���年から基準が変わり, それ

以前の数値も ｢修正｣ されている｡ 『中国漁業統計年鑑

	��年』｡ また, 統計の信頼度が低いことは, 	���年に

農業部が漁獲量 ｢ゼロ成長｣ を目標に掲げた際, 統計の

水増しを抑えることを言明していることでも示される｡

蘭 伯隆 ｢わが国漁業管理制度の確立に関する考察｣

『中国漁業経済 ����年５号』 ���

�
�

３) 陳 衛忠・密 崇道 ｢東シナ海区の海洋漁業動態の	�年

回顧｣ 『十周年選集 	��～	���年』 (東シナ海区漁政漁

港監督管理局) �������	, 済 廷忠 ｢遼寧省近外海漁業

の現状と提議｣ 『中国漁業経済 ���
年２号』 �����, ��

４) ｢外海｣ のエビ資源の開発事例として, 王 友喜 ｢福建

省東北部外海のエビ資源状況および開発利用の将来性｣

『海洋漁業 ����年』 ���		��		�, がある｡

５) 東シナ海区漁政漁港監督管理局 ｢東シナ海区における

｢九五期｣ の近海漁業の調整と管理計画｣ 前掲 『十周年

選集』 ���	����, 東シナ海区定置張網プロジェクトグルー

プ ｢東シナ海区の張網漁業の調整と管理の改善に関する

研究｣ 『同上』 ���		�	�

６) 張網漁具については 『中国農業百科全書 水産業 上巻』

(農業出版社, 	���年), 『中国海洋漁具図集』 (浙江科学

技術出版社, 	��年) 参照｡ 張網の操業事例は, 黄 斌

｢啓東漁場における張網漁業の発展と現状および管理対

策｣ 『中国水産』 (���	年７月) �����, �

７) 兪 錫棠 ｢舟山漁村体制の現状と改革の道｣ 『中国漁業

経済 ����年２号』 ���	��	

８) 張 一平 ｢呂泗漁区の８大問題と４つの解決策｣ 『中国

漁業経済 ���	年６号』 ���
��
�, 同 ｢啓東市の減船転

産事業｣ 『中国漁業経済 ����年３号』 ���
��
, ��

��������｢舟山漁業経済構造の再編戦略に関する研究｣

『現代漁業通信 第	�巻２号』 (���	年２月) ���	����,

尤 永生・呉 祥明・方 佩儿 ｢浙江省の漁民収入およ

び負担状況の調査と考察｣ 『����年全国漁業経済政策調

査研究論集』 (農業部漁業局, ����年	�月) ���	
��	��,

舟山市普陀区水産局 ｢確信をもって普陀漁業の持続的発

展を促進する｣ 『同上』 ���	���	��, 陳 松涛 ｢東シナ

海区の漁民の税負担調査｣ 『同上』 �������	, 『中国漁業

年鑑 ���	』｡

９) 神谷 豊 『中国における漁業関係法令と漁業政策』 (全

漁連, ���	年４月), 前掲 ｢東シナ海区における ｢九五

期｣ の近海漁業の調整と管理計画｣

	�) ｢漁業許可管理措置法｣ 農業部ホームページ｡

		) ｢楊 堅局長談 わが国漁業発展の形勢と任務｣ 『中国漁

業経済研究 	���年２号』 �����	�, ｢楊 堅局長の����

年海区漁政漁港監督管理局工作会議での講話｣ 『中国漁

業年鑑 ���	』 �����
���

	�) ｢中華人民共和国漁業法｣ 『中国漁業経済 ���	年１号』

������, 楊 堅 (農業部漁業局長) 演説 ｢全面的に新漁

業法を実行し, �	世紀の漁業発展を推進する｣ (����年)｡

なお, 海洋環境保護法は海洋環境汚染を防止し, 漁業水

域環境と海洋生物資源の保護を規定した法律で, 国の漁

政漁港監督管理機構が主管する｡

	
) ���制度の実施を提案したものとして, 蘭 伯隆 ｢黄

渤海におけるカタクチイワシとサワラの漁獲可能量

(���) 管理試験実施の提案｣ 前掲 『����年全国漁業経

長崎大学水産学部研究報告 第�号 (����) ��



済政策調査研究論集』 ��������, がある｡ ��	制度が実

施されていない原因として, ①最近, 資源研究が大きく

後退し, 科学的な��	の設定が困難, ②漁業統計の不

備, ③漁政管理機能の低さ, ④国の法執行力, 漁民の遵

法意識の低さ, ⑤漁業協定が発効し, 漁獲競争が激化し

た, ことがあげられている｡ 韓 戦涛・劉 樹金 ｢漁獲

可能量制度実施上の課題｣ 『中国漁業経済 
���年６号』

������

��) 農業部 ｢中国夏季休漁｣ (パンフレット, 
���年��月),

『中国農業年鑑 
���』

��) 東シナ海区ではタチウオの産卵親魚の保護区設定, キグ

チ, フウセイの主漁場である呂泗漁区において産卵期を

休漁としている｡ 張 道波 ｢東シナ海区の漁業資源, 環

境観測と保護事業の回顧｣ 『海洋漁業 
��
年』 ����
��

�
�

��) 徐 漢祥 ｢夏季休漁制度の効果分析｣ (日中韓水産研究

交流講演会 ｢東シナ海・黄海における資源管理と栽培漁

業の推進｣, 
��
年９月, 長崎市), 王 徳芬 ｢休漁制度

を改善し, 休漁効果を高める｣ 『中国漁業経済 
��
年２

号』 �������


��) 高 健・張 相国 ｢帆張網漁業の経済効率と漁業生産｣

『中国漁業経済 
���年５号』 ���
��
�

��) 拙著 ｢東シナ海・黄海における漁業の国際的再編と
��

カイリ規制｣ 『漁業経済研究 第�
巻第２号』 (����年��

月) ��������

��) 北朝鮮との間では, ����年に中朝黄海漁業協定を結んで

いたが, ����年に北朝鮮が
��カイリ経済水域を設定し

た時点で新漁業協定が合意に至らず, 以後, 無協定状

態になっている｡ 『中国漁業年鑑 
���』 (中国農業出版

社)


�) ｢中華人民共和国政府と大韓民国政府の漁業協定｣ 『中国

水産』 (
���年５月) ������


�) 拙著 ｢日本の新海洋レジームと漁業管理－日中韓のトラ

イアングルの中で－｣ 『地域漁業研究 第�
巻第１号』

(
��
年１月) �������, 神谷 崇 ｢東シナ海における

漁業管理の現状と今後の取り組みについての一提言｣

『東シナ海漁業新戦略設計・開発事業報告書』 (平成��年

３月, マリノフォーラム
�) �������｡



) 前掲 『中国東海底魚漁業管理制度の沿革』 ��������


) 浙江省海洋漁業局 ｢規制と奨励を組み合わせて漁獲漁民

の転産転業を積極的に推進する｣ 『中国漁業経済 
��
年

６号』 ������, 楊 堅・李 彦亮・陳 家勇・楊 子江

｢沿海漁民の転産転業状況調査の報告について｣ 『中国漁

業経済 
���年６号』 ������, ｢寧波市海洋漁業構造の調

整と転業に関する調査研究報告｣ 『中国水産』 (
���年２

月) ��������


�) 前掲 ｢遼寧省近外海漁業の現状と建議｣


�) 李 通 ｢２つの抑制指標の実施を強化し, 漁獲量ゼロ成

長を実現する｣ 中国水産科学研究院・中国水産総公司編

『
�世紀に向けた全国漁業経済研究討論会文集』 (����年

�
月) ����������, その他, 浙江省の影響と対応につい

ては, 尤 永生・方 佩儿 ｢海洋漁獲漁民の転産転業問

題に関する探求｣ 『中国漁業経済 
��年２号』 ��������


�) 劉 捷 ｢わが国漁船の現状, 問題および対策｣ 『現代漁

業通信 第��巻第７号』 (
���年７月) ������



�) 李 明・賈 復・朱 端源・陳 龍 ｢中国近海漁船隊の

合理的規模に関する考察｣ 『大連水産学院報 ���������

２』 (
���年６月) ����������


�) ｢農業部漁業局の
��
年の重点政策｣ (
��
年２月), 同

局のホームページ｡


�) ｢漁業船舶廃棄暫定規定｣ 『中国水産』 (
��
年６月) ���

���, ｢三無及び三証不斉漁船の整理整頓に関する通知｣

『中国水産』 (
���年３月) ������, 包 盛清 ｢わが国が

実行している漁船廃棄制度の情況と必行｣ 前掲 『
�世紀

に向けた全国漁業経済研究討論会文集』 ����������

�) ｢海洋漁民の転産転業特別資金使用管理暫定措置｣ 農業

部ホームページ｡

�) 前掲 ｢規制と奨励を組み合わせて漁獲漁民の転産転業を

積極的に推進する｣ ������, 趙 治中・江 明方 ｢舟山

における減船減員の現状と問題点及び提案｣ 『海洋漁業


��
年』 ���������


) 陳 啓明 ｢帆張網漁業削減事業実施に対する提言｣ 『中

国漁業経済 
��
年３号』 ����, 前掲 ｢呂泗漁区の８大

問題と４つの解決策｣
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